
成
立
期
の
佐
賀
藩
は
、
当
主
と
し
て
龍
造
寺
宗
家
を
戴
き
な
が
ら
も
、
鍋
島
直

茂
・
勝
茂
父
子
が
豊
臣
・
徳
川
両
政
権
よ
り
大
名
と
し
て
の
待
遇
を
受
け
て
実
権
を

握
り
、
藩
政
を
主
導
し
て
い
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が（（
（

、
慶
長
十
二
年
（
一

六
〇
七
）
三
月
の
龍
造
寺
高
房
の
自
害
事
件
を
き
っ
か
け
に
、
直
茂
の
嫡
子
勝
茂
が

幕
府
か
ら
正
式
に
当
主
と
し
て
認
め
ら
れ
、
鍋
島
佐
賀
藩
が
名
実
と
も
に
成
立

す
（
（
（
る
。
こ
の
龍
造
寺
体
制
の
佐
賀
藩
か
ら
鍋
島
体
制
の
佐
賀
藩
に
移
行
す
る
過
程
で

は
い
く
つ
か
の
政
治
的
危
機
が
あ
っ
た
が
、
そ
の
う
ち
最
大
の
も
の
が
慶
長
五
年

（
一
六
〇
〇
）
の
関
ヶ
原
の
戦
い
で
あ
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

慶
長
五
年
七
月
上
旬
、
徳
川
家
康
の
命
に
よ
り
父
直
茂
が
帰
国
し
て
不
在
の
な

か
、
い
ま
だ
二
一
歳
の
若
者
で
あ
っ
た
鍋
島
勝
茂
は
家
康
の
上
杉
景
勝
攻
め
に
参
陣

す
べ
く
龍
造
寺
高
房
と
と
も
に
龍
造
寺
一
門
の
多
久
安
順
・
須
古
信
明
な
ど
を
従
え

て
大
坂
を
進
発
す
る
が
、
近
江
愛
知
川
ま
で
進
ん
だ
と
こ
ろ
で
石
田
三
成
方
の
関
所

に
遮
ら
れ
て
八
日
市
近
辺
に
滞
留
し
た
。
七
月
下
旬
に
は
大
坂
に
戻
り
、
結
局
関
ヶ

原
の
戦
い
で
は
西
軍
側
に
参
陣
す
る
こ
と
に
な
る
。
後
欠
で
月
日
・
宛
所
を
欠
く
も

の
の
慶
長
五
年
に
年
次
比
定
さ
れ
る
直
茂
室
石
井
氏
（
陽
泰
院
）
消
（
（
（
息
は
、
勝
茂
が

後
に
大
坂
の
陣
で
大
坂
方
に
つ
い
た
毛
利
吉
政
（
室
は
龍
造
寺
政
家
女
）
と
と
も
に

大
坂
城
で
秀
頼
に
謁
見
し
、
秀
頼
か
ら
は
腰
物
を
拝
領
し
馬
廻
衆
を
附
属
さ
せ
ら
れ

る
と
と
も
に
、
毛
利
輝
元
か
ら
は
安
国
寺
恵
瓊
を
介
し
て
知
行
の
加
増
が
約
束
さ
れ

た
こ
と
を
国
許
に
報
じ
て
お
り
、
勝
茂
が
西
軍
に
取
り
込
ま
れ
る
様
子
が
窺
え
（
（
（
る
。

関
ヶ
原
の
戦
い
で
結
果
的
に
西
軍
に
参
加
す
る
こ
と
と
な
っ
た
鍋
島
勝
茂
は
、
伊

賀
・
伊
勢
方
面
か
ら
東
進
し
、
関
ヶ
原
の
戦
い
当
日
の
九
月
十
五
日
に
は
伊
勢
野
代

に
在
陣
し
て
決
戦
に
参
加
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
西
軍
敗
北
の
報
に
接
し
た
勝
茂

は
急
ぎ
上
方
に
戻
り
、
十
日
後
の
九
月
二
十
五
日
に
は
伏
見
城
で
徳
川
家
康
と
会
見

し
、
肥
前
出
身
の
禅
僧
で
家
康
の
信
任
の
篤
か
っ
た
閑
室
元
佶
や
井
伊
直
政
・
黒
田

長
政
等
の
取
り
成
し
も
あ
っ
て
、
同
じ
く
西
軍
で
あ
っ
た
立
花
宗
茂
の
筑
後
柳
川
城

を
攻
め
る
こ
と
で
赦
免
さ
れ
、
直
茂
に
三
五
万
七
千
石
余
り
の
本
領
が
安
堵
さ
れ
た

と
さ
れ
る
。
直
茂
は
柳
川
攻
め
の
後
、
家
康
の
求
め
に
応
じ
て
年
内
に
は
大
坂
に
参

勤
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
（
（
（
る
。

関
ヶ
原
の
戦
い
の
後
、
家
康
は
大
坂
城
西
丸
に
留
ま
っ
て
戦
後
処
理
を
進
め
た

が
、
慶
長
六
年
（
一
六
〇
一
）
三
月
に
は
伏
見
城
に
移
っ
（
（
（
た
。
慶
長
六
年
八
月
に
上

杉
景
勝
の
会
津
一
二
〇
万
石
か
ら
米
沢
三
〇
万
石
へ
の
減
封
を
決
め
た
頃
に
は
、
概

ね
そ
の
他
の
西
軍
の
大
名
の
処
分
も
終
わ
り
、
東
軍
の
論
功
行
賞
も
済
ん
で
、
残
る

は
薩
摩
の
島
津
義
久
と
常
陸
の
佐
竹
義
宣
の
処
遇
の
み
と
な
り
、
家
康
は
十
一
月
に

い
っ
た
ん
江
戸
に
戻
っ
た
。
し
か
し
早
く
も
翌
七
年
（
一
六
〇
二
）
二
月
に
は
伏
見

城
に
入
り
、
そ
れ
に
合
わ
せ
て
主
要
な
外
様
大
名
も
伏
見
に
参
勤
し
た
と
考
え
ら

れ
（
（
（
る
。
諸
大
名
が
伏
見
に
集
結
し
た
状
況
の
も
と
、
四
月
に
参
勤
を
渋
っ
て
い
た
島

津
義
久
が
領
地
の
安
堵
と
嫡
子
家
久
へ
の
家
督
相
続
を
認
め
ら
れ
た
一
方
で
、
五
月

に
は
参
勤
中
の
佐
竹
義
宣
が
常
陸
水
戸
か
ら
出
羽
久
保
田
に
移
さ
れ
る
こ
と
に
決

研
究
報
告慶

長
六
～
九
年
の
鍋
島
直
茂
・
同
勝
茂
と
徳
川
家
康

及　

川　
　
　

亘
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ま
っ
た
。
折
し
も
家
康
は
諸
大
名
に
対
し
て
伏
見
城
の
公
儀
普
請
を
発
令
し
て

お
（
（
（
り
、
佐
竹
義
宣
の
転
封
は
多
分
に
見
せ
し
め
の
要
素
が
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ

る
。
家
康
の
強
権
を
目
の
当
た
り
に
し
て
、
か
つ
て
西
軍
に
参
加
し
た
諸
大
名
は
、

出
役
す
る
に
あ
た
っ
て
改
め
て
か
な
り
の
緊
張
状
態
を
強
い
ら
れ
た
は
ず
で
あ
る
。

佐
賀
藩
で
は
勝
茂
が
現
地
に
詰
め
て
自
家
の
普
請
衆
を
指
揮
し
、
人
数
の
不
足
な
ど

の
困
難
も
あ
っ
た
が
何
と
か
無
事
に
勤
め
上
げ
る
こ
と
が
で
き
（
（
（
た
。

佐
賀
藩
に
と
っ
て
、
い
つ
家
康
の
心
変
わ
り
に
よ
り
改
易
処
分
と
な
る
か
も
し
れ

な
い
と
い
う
状
況
は
同
様
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
一
つ
の
区
切
り
と
な
る
の
が
慶
長
十

年
（
一
六
〇
五
）
五
月
の
勝
茂
と
家
康
養
女
と
な
っ
て
い
た
譜
代
大
名
岡
部
長
盛
の

女
と
の
婚
姻
で
あ
る
と
考
え
て
良
い
で
あ
ろ
う
。
勝
茂
は
戸
田
勝
隆
の
女
（
豊
臣
秀

吉
養
女
）
を
正
室
と
し
て
い
た
が
、
慶
長
八
年
（
一
六
〇
三
）
七
月
に
亡
く
し
て
い

る
。「
勝
茂
公
御
年
譜
」・「
勝
茂
公
譜
考
補
」
に
よ
る
（
（1
（
と
、
こ
の
再
婚
の
話
は
閑
室

元
佶
を
仲
介
と
し
て
、
幕
府
と
直
茂
の
間
で
進
め
ら
れ
た
。
当
初
榊
原
康
政
の
女
を

家
康
養
女
と
し
て
嫁
が
せ
る
と
い
う
案
も
あ
っ
た
よ
う
だ
が
、
直
茂
は
「
千
万
忝
キ

事
ニ
候
ヘ
ト
モ
、
一
旦
御
請
申
上
候
ト
モ
、
末
々
相
続
ノ
介
抱
可
難
成
ト
存
」
と
辞

退
し
、
最
終
的
に
阿
茶
局
（
家
康
側
室
飯
田
氏
）
の
下
で
養
育
さ
れ
て
い
た
岡
部
長

盛
の
女
を
嫁
が
せ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
榊
原
康
政
の
よ
う
な
大
身
の
譜
代
大
名
で
は

な
い
が
、
岡
部
長
盛
の
内
室
は
松
平
康
元
（
家
康
異
父
弟
）
の
女
で
あ
り
、
長
盛
女

は
家
康
か
ら
は
姪
孫
に
当
た
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
こ
の
婚
姻
は
慶
長
九
年
閏
八

月
に
直
茂
が
伏
見
に
参
勤
し
た
際
に
正
式
に
決
ま
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
慶
長
九
年
（
一
六
〇
四
）
閏
八
月
に
は
名
目
上
の
佐
賀
藩
主
で
あ
る
龍
造
寺

高
房
が
従
五
位
下
駿
河
守
に
叙
任
さ
れ
、
秀
忠
に
附
属
さ
せ
ら
れ
て
江
戸
に
詰
め
る

こ
と
も
決
ま
っ
た
。
高
房
の
江
戸
詰
め
は
証
人
と
し
て
の
意
味
合
い
が
強
く
、
幕
府

と
し
て
は
、
佐
賀
藩
の
運
営
は
直
茂
に
任
せ
、
そ
の
嫡
子
の
勝
茂
に
家
康
の
養
女
を

嫁
が
せ
る
こ
と
で
、
直
茂
の
後
は
勝
茂
に
継
承
さ
れ
て
い
く
と
い
う
こ
と
を
示
し
た

の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
以
後
の
幕
府
の
対
佐
賀
藩
の
方
針
が
確
定
し
た
こ
と
を
示
す

も
の
と
い
っ
て
良
い
で
あ
ろ
う
。
家
康
と
し
て
も
、
関
ヶ
原
の
戦
い
の
後
の
伏
見
城

で
の
会
談
や
、
伏
見
城
普
請
で
の
働
き
な
ど
か
ら
勝
茂
の
器
量
を
見
極
め
た
う
え
で

の
決
断
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
佐
賀
藩
に
と
っ
て
慶
長
六
〜
九
年
は
関
ヶ
原
の
戦
い
の
後
の
政
治
的

危
機
か
ら
脱
す
る
過
程
と
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
が
、「
直
茂
公
譜
」・「
直
茂
公

譜
考
補
」、「
勝
茂
公
御
年
譜
」・「
勝
茂
公
譜
考
補
」
等
や
先
行
研
究
か
ら
は
こ
の
時

期
の
具
体
的
な
事
実
経
過
を
窺
う
こ
と
が
で
き
な
い
。
先
に
筆
者
は
主
に
佐
賀
県
立

図
書
館
所
蔵
「
坊
所
鍋
島
家
文
書
」（『
佐
賀
県
史
料
集
成　

古
文
書
編
』
第
一
一
～

一
四
巻
所
収
）
に
含
ま
れ
る
書
状
等
一
次
史
料
の
分
析
を
通
じ
て
、
慶
長
・
元
和
期

の
直
茂
・
勝
茂
の
居
所
と
行
動
に
つ
い
て
ま
と
め
た
こ
と
が
あ
る
（
（1
（

が
、「
坊
所
鍋
島

家
文
書
研
究
会
」
に
参
加
し
て
共
同
で
読
解
を
進
め
る
な
か
で
分
か
っ
て
き
た
事
柄

も
多
い
の
（
（1
（
で
、
本
稿
で
は
以
下
に
慶
長
六
〜
九
年
に
つ
い
て
直
茂
・
勝
茂
の
動
静

を
、
家
康
と
の
関
係
を
中
心
に
補
訂
す
る
こ
と
と
し
た
。

＊　
　
　
　
　

＊　
　
　
　
　

＊

《
凡
例
》

以
下
、
本
稿
で
は
典
拠
史
料
の
注
記
は
主
に
本
文
中
の
【　

】
内
に
示
す
。

省
略
記
号
等
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

・�

典
拠
と
す
る
書
状
・
覚
書
類
は
「
何
月
何
日
付
誰
某
書
状
」
等
と
日
付
と
差

出
を
記
す
。

・�『
佐
賀
県
史
料
集
成　

古
文
書
編
』
は
『
佐
古
』
と
す
る
。

・�『
佐
古
』
第
八
～
一
〇
巻
所
収
の
「
多
久
家
文
書
」
に
つ
い
て
は
【
多
～

号
】
と
示
す
。
な
お
、「
多
久
家
文
書
」
の
年
次
比
定
は
、
多
久
家
文
書
研

究
会
編
『
多
久
家
文
書
の
「
読
み
な
お
し
」』（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
研
究

成
果
報
告
二
〇
二
二
―
一
、
二
〇
二
二
年
）
に
従
っ
た
。

・�

同
第
一
一
～
一
四
巻
所
収
の
「
坊
所
鍋
島
文
書
」
に
つ
い
て
は
【
坊
～
号
】

と
示
す
。
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・�

同
『
佐
賀
県
史
料
集
成　

古
文
書
編
』
第
一
四
巻
所
収
の
「
三
岳
寺
文
書
」

に
つ
い
て
は
【
岳
～
号
】
と
示
す
。

・�『
坊
所
鍋
島
家
文
書
未
刊
分
―
鍋
島
道
虎
関
係
―
』
所
収
の
「
坊
所
鍋
島
家

文
書
」
に
つ
い
て
は
【
坊
未
～
号
】（
ア
ラ
ビ
ア
数
字
）
と
示
す
。

・�「
勝
茂
公
御
年
譜
」
は
「
年
譜
」、「
勝
茂
公
譜
考
補
」
は
「
考
補
」
と
し
、

『
佐
賀
県
近
世
史
料
』
の
編
冊
頁
を
【
佐
近
一
―
二
／
～
頁
】
等
と
示
す
。

他
の『
佐
賀
県
近
世
史
料
』所
収
史
料
に
つ
い
て
も
、編
冊
頁
を
同
様
に
記
す
。

慶
長
六
年
（
一
六
〇
一
）

「
直
茂
公
譜
」・「
直
茂
公
譜
考
補
」・「
年
譜
」・「
考
補
」
に
よ
る
と
、
春
に
直
茂

に
肥
前
三
十
五
万
七
千
石
余
り
が
安
堵
さ
れ
、
早
々
に
直
茂
が
参
府
し
、
追
っ
て
勝

茂
も
参
府
し
た
と
さ
れ
る
が
【
佐
近
一
―
一
／
二
四
八
・
八
一
四
頁
、
佐
近
一
―
二

／
三
一
・
二
四
一
頁
】、
直
茂
は
、
十
一
月
二
十
六
日
（
慶
長
五
年
）
付
閑
室
元
佶

書
状
【「
直
茂
公
譜
考
補
」
所
収
、
佐
近
一
―
一
／
八
一
四
頁
】
で
「
従
内
府
も
加

州
上
儀
候
様
ニ
と
被
仰
候
」
と
、
柳
川
攻
め
の
後
、
家
康
よ
り
参
勤
を
求
め
ら
れ
て

い
る
の
で
、
慶
長
五
年
の
年
内
に
伏
見
に
到
着
し
、
正
月
を
上
方
で
迎
え
た
と
思
わ

れ
る
。
一
方
、
勝
茂
は
正
月
を
国
許
で
迎
え
た
が
、
以
下
に
述
べ
る
よ
う
に
勝
茂
の

参
府
は
九
月
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。

正
月
七
日
付
勝
茂
書
状
【
坊
一
六
二
号
】
は
、
花
押
型
か
ら
慶
長
六
年
も
し
く
は

同
七
年
に
比
定
さ
れ
る
（
（1
（
が
、
こ
れ
に
よ
る
と
正
月
に
勝
茂
は
国
許
で
腫
物
や
口
内
炎

を
患
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
慶
長
七
年
は
後
述
す
る
よ
う
に
年
明
け
早
々
に
参

勤
し
、
正
月
二
十
日
に
は
下
関
に
到
着
し
て
い
る
の
で
、
状
況
か
ら
す
る
と
こ
れ
は

慶
長
六
年
の
こ
と
と
し
て
良
い
で
あ
ろ
う
。

正
月
頃
に
は
国
許
で
は
佐
賀
城
ま
た
は
蓮
池
城
の
普
請
が
行
わ
れ
よ
う
と
し
て
い

た
ら
し
い
が
、
在
伏
見
の
直
茂
は
関
ヶ
原
の
戦
い
の
戦
後
処
理
が
進
む
時
分
柄
、
目

立
た
ぬ
よ
う
に
と
指
示
し
て
い
る
【
坊
一
九
号
、
正
月
晦
日
付
直
茂
書
状
】。

二
月
五
日
付
直
茂
書
状 【
坊
四
一
六
号
】 

は
、 「
島
津
御
成
敗
之
儀
、
相
の
ひ
可
申

由
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
慶
長
六
年
に
比
定
で
き
る
が
、
直
茂
は
上
方
で
の
逗
留
の
た

め
に
借
銀
を
し
た
の
で
、
島
津
氏
征
伐
の
兵
粮
と
し
て
取
り
置
い
た
米
を
早
々
に
上

方
に
運
送
す
る
よ
う
に
国
許
に
指
示
し
て
お
り
、
こ
の
時
点
で
も
直
茂
は
上
方
に
い

る
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
「
信
州
い
つ
に
て
も
か
ハ
り
次
第
ニ
可
罷
下
之
由
承
候
へ

共
、
秋
冬
時
分
ま
て
ハ
、
定
而
其
元
に
て
気
相
可
養
生
と
存
」
と
あ
り
、
勝
茂
が
参

勤
す
れ
ば
直
茂
が
交
替
し
て
国
許
に
帰
る
こ
と
に
な
る
が
、
勝
茂
は
病
気
の
た
め
に

し
ば
ら
く
国
許
で
養
生
さ
せ
る
こ
と
と
し
て
お
り
、
正
月
七
日
付
勝
茂
書
状
【
坊
一

六
二
号
】
と
状
況
が
合
う
。
直
茂
は
秋
頃
ま
で
は
上
方
に
逗
留
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

三
月
二
十
六
日
付
直
茂
書
状
【
坊
四
号
】
は
、「
内
府
様
（
家
康
）
去
廿
三
、
ふ

し
み
御
う
つ
り
被
成
候
、（
中
略
）
同
廿
五
、
致
御
目
見
、
一
段
と
忝
被
成
御
諚
候

間
、
可
心
安
候
」
と
、
直
茂
の
伏
見
で
の
様
子
を
伝
え
る
。
こ
の
書
状
は
『
佐
古
』

は
「
慶
長
四
年
カ
」
と
し
て
い
る
が
、
三
月
二
十
三
日
に
家
康
が
伏
見
に
入
る
の
は

慶
長
六
年
で
あ
る
。
ま
た
国
許
で
の
検
地
に
つ
い
て
、
も
し
打
出
（
増
分
）
が
出
る

よ
う
で
あ
れ
ば
、
使
者
を
も
っ
て
勝
茂
に
伝
え
る
と
し
て
い
る
。
そ
の
他
に
こ
の
書

状
か
ら
は
勝
茂
に
男
子
が
生
ま
れ
た
こ
と
が
分
か
る
。
元
茂
は
慶
長
七
年
生
で
あ
る

か
ら
、
別
の
早
世
の
男
子
（
伊
勢
松
ヵ
）
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

ま
た
こ
の
年
直
茂
は
、
小
川
市
左
衛
門
と
い
う
者
の
家
督
を
継
ぎ
、
小
川
半
介
直

房
と
名
乗
っ
て
い
た
次
男
忠
茂
を
江
戸
へ
証
人
と
し
て
遣
わ
し
た
。
二
月
五
日
付
直

茂
書
状
【
坊
四
一
六
号
】
に
は
す
で
に
、「
信
州
弟
居
候
由
□
聞
候
間
、
彼
者
召
よ

せ
如
何
由
」
と
あ
り
、
勝
茂
弟
を
証
人
と
し
て
差
し
出
す
こ
と
が
打
診
さ
れ
て
い
た

と
分
か
る
。「
半
介
」
と
称
す
る
忠
茂
が
国
許
か
ら
伏
見
に
上
り
、
さ
ら
に
江
戸
に

下
る
と
い
う
状
況
か
ら
本
年
の
も
の
と
年
次
比
定
で
き
る
年
月
日
不
詳
直
茂
書
状

（
後
欠
）【
坊
七
六
七
号
】・
五
月
二
日
付
直
茂
書
状
【
坊
七
六
四
・
同
七
七
二
・
同

二
九
号
】
に
よ
る
（
（1
（
と
、「
半
介
」（
忠
茂
）
は
四
月
二
十
日
に
伏
見
に
着
き
、
同
二
十

二
日
に
伏
見
城
で
無
事
に
家
康
に
謁
見
し
た
。
直
茂
は
慶
長
十
六
年
五
月
十
五
日
付
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覚
書
【「
考
補
」
所
収
、
佐
近
一
―
二
／
二
四
一
頁
】
で
忠
茂
に
江
戸
詰
の
心
が
け

を
説
い
て
お
り
、
忠
茂
は
そ
れ
か
ら
間
も
な
く
江
戸
に
下
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

在
国
の
勝
茂
に
対
し
て
は
、
直
茂
は
慶
長
六
年
六
月
二
十
五
日
付
覚
書
【「
考
補
」

所
収
、
佐
近
一
―
二
／
二
四
二
頁
】
で
普
段
の
心
が
け
を
説
い
て
い
る
。
な
お
五
月

二
日
付
書
状
で
は
、
直
茂
は
諫
早
・
武
雄
・
多
久
・
須
古
の
龍
造
寺
四
家
そ
れ
ぞ
れ

の
腹
心
を
談
合
の
た
め
に
伏
見
に
上
せ
る
よ
う
国
許
に
求
め
て
い
る
。「
別
条
に
も

被
仰
出
儀
共
候
つ
れ
と
も
、
半
介
一
人
に
て
当
時
申
延
候
て
下
し
申
候
、
前
後
之
談

合
候
て
、
御
内
者
ま
て
御
返
事
可
□
上
候
間
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
家
康
側
か
ら
忠

茂
以
外
に
も
龍
造
寺
四
家
か
ら
の
証
人
を
求
め
ら
れ
て
い
る
が
返
事
を
留
保
し
て
い

る
状
況
で
あ
る
こ
と
が
分
か
り
、
龍
造
寺
四
家
の
腹
心
の
召
喚
は
そ
の
人
選
の
た
め

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
（
（1
（
る
。

そ
の
後
、
在
江
戸
の
忠
茂
よ
り
国
許
に
送
ら
れ
た
八
月
十
二
日
付
鍋
島
忠
茂
書
状

【
坊
未
149
号
】
で
は
、
勝
茂
は
相
変
わ
ら
ず
在
国
で
あ
る
が
、
病
気
は
八
月
の
時
点

で
お
お
む
ね
快
気
し
た
ら
し
い
こ
と
が
分
か
る
。

九
月
十
日
付
直
茂
書
状
【
坊
三
二
号
】
か
ら
は
、
八
月
末
か
九
月
初
め
に
直
茂
室

石
井
氏
（
勝
茂
母
）
が
上
方
か
ら
佐
賀
に
帰
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
併
せ
て
直
茂
は

家
康
の
江
戸
下
向
が
十
月
十
日
に
決
ま
っ
た
こ
と
を
報
じ
、
勝
茂
の
九
月
中
の
上
洛

を
求
め
て
い
る
。

九
月
十
九
日
付
勝
茂
書
状
【
坊
二
〇
六
号
】
は
、
勝
茂
が
こ
の
日
に
下
関
に
到
着

し
た
こ
と
を
国
許
に
報
じ
た
も
の
で
あ
る
が
、「
検
地
一
通
目
録
、
最
前
如
申
聞

候
、
急
度
相
調
、
可
差
上
せ
候
、
定
而
今
明
間
ニ
爰
元
可
相
越
と
存
候
、
若
於
延
引

者
、
火
急
可
申
付
候
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
上
方
へ
上
る
途
中
で
出
さ
れ
た
も
の
で

あ
り
（
下
り
で
あ
れ
ば
間
も
な
く
国
許
に
着
く
の
で
「
検
地
一
通
目
録
」
を
急
い
で

送
ら
せ
る
必
要
は
な
い
）、
こ
の
書
状
の
年
次
は
慶
長
六
年
に
確
定
で
き
る
。
ち
な

み
に
慶
長
七
年
は
、
八
月
に
は
在
伏
見
で
帰
国
は
さ
ら
に
遅
れ
そ
う
な
状
況
で
あ

り
、
九
月
に
上
り
の
旅
は
あ
り
え
な
い
。
従
っ
て
、
病
み
上
が
り
の
勝
茂
は
九
月
十

日
付
直
茂
書
状
の
書
状
を
受
け
取
る
か
受
け
取
ら
な
い
う
ち
に
国
許
を
出
立
し
た
こ

と
に
な
る
。
ま
た
九
月
二
十
日
付
勝
茂
書
状
【
坊
一
九
二
号
】
で
は
、
筑
前
芦
屋
で

黒
田
長
政
の
乗
船
を
見
て
、
自
身
も
乗
船
を
新
造
し
た
い
と
述
べ
て
い
る
。
九
月
末

か
十
月
初
め
に
は
伏
見
に
着
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
関
ヶ
原
の
戦
い
の
後
、
上
方
に
留
ま
っ
て
い
た
家
康
は
実
際
に
は
十

月
十
二
日
に
伏
見
を
出
立
し
、
十
一
月
五
日
に
江
戸
に
帰
還
す
る
。
家
康
の
動
向
か

ら
す
る
と
、
勝
茂
は
家
康
が
伏
見
に
居
る
う
ち
に
到
着
す
る
よ
う
急
ぎ
参
府
し
、
無

事
に
家
康
に
謁
見
で
き
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

十
月
十
一
日
付
勝
茂
書
状
【
坊
一
八
八
号
】
に
よ
る
と
、
家
康
が
伏
見
を
発
つ
前

に
直
茂
に
は
暇
が
出
た
ら
し
く
、
十
月
十
四
日
頃
に
肥
前
下
向
の
予
定
、
勝
茂
本
人

は
近
江
佐
和
山
城
主
の
井
伊
直
政
の
病
気
を
見
舞
っ
た
後
、
十
月
二
十
五
日
頃
に
大

坂
出
船
の
予
定
、
勝
茂
室
戸
田
氏
は
十
一
月
四
日
頃
に
下
向
の
予
定
と
な
っ
て
お

り
、
併
せ
て
閑
室
元
佶
に
も
暇
が
出
た
。

十
一
月
五
日
付
勝
茂
書
状
【
坊
一
八
六
号
】
は
、
閑
室
元
佶
の
肥
前
下
向
と
国
許

で
の
迎
接
に
つ
い
て
報
じ
て
い
る
が
、
こ
の
前
後
の
年
で
秋
以
降
に
元
佶
の
肥
前
下

向
の
可
能
性
が
あ
る
の
は
本
年
に
限
ら
れ
る
た
（
（1
（
め
、
こ
の
書
状
の
年
次
は
慶
長
六
年

に
確
定
す
る
。
こ
の
書
状
に
は
、「
江
戸
へ
遣
候
飛
脚
、
必
一
両
日
中
、
可
罷
戻
校

量
候
、
本
佐
州
ゟ
罷
下
可
然
之
通
承
候
は
、
則
出
船
可
申
候
間
、
此
書
状
着
次
第
、

我
等
迎
之
儀
は
早
々
申
付
、
可
指
出
候
」
と
あ
り
、
江
戸
へ
飛
脚
を
送
っ
て
、
本
多

正
信
に
勝
茂
本
人
の
帰
国
の
可
否
を
確
認
中
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。「
出
船
」
と

は
大
坂
か
ら
の
出
船
で
あ
る
。
ま
た
「
学
校
（
閑
室
元
佶
）
御
事
、
来
ル
十
四
五
之

間
、
可
有
御
下
之
由
候
」
と
あ
り
、
閑
室
元
佶
が
十
一
月
十
四
・
五
日
に
発
足
す
る

予
定
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
が
、
十
一
月
十
五
日
に
伏
見
円
光
寺
に
鹿
苑
院
の
訪

問
を
受
け
て
い
る
の
（
（1
（
で
、
そ
れ
以
降
に
伏
見
を
出
立
し
肥
前
に
向
か
っ
た
も
の
と
思

わ
れ
る
。

そ
の
後
、
す
で
に
国
許
に
居
る
直
茂
に
宛
て
た
十
一
月
十
三
日
付
勝
茂
書
状
【
坊
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一
八
七
号
】
で
は
、
江
戸
に
送
っ
た
飛
脚
が
こ
の
日
に
伏
見
に
戻
り
、
帰
国
の
許
可

を
確
認
し
た
勝
茂
は
十
一
月
十
五
日
に
内
室
戸
田
氏
を
伴
っ
て
大
坂
を
出
船
す
る
予

定
と
な
っ
て
い
る
。
十
一
月
末
頃
に
は
国
許
に
着
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

勝
茂
は
閏
十
一
月
末
の
時
点
で
は
在
国
で
あ
り
【
坊
一
一
四
八
号
、
閏
十
一
月
二

十
八
日
付
閑
室
元
佶
書
状
】、
年
末
も
在
国
で
あ
る
【
坊
未
六
九
号
、
十
二
月
二
十

八
日
付
田
中
吉
政
書
状
】。

肥
前
に
下
向
し
た
元
佶
は
、
閏
十
一
月
頃
に
は
故
郷
で
あ
る
小
城
で
湯
治
中
で

あ
っ
た
【
岳
五
〇
号
、
閏
十
一
月
二
十
一
日
付
田
中
吉
政
書
状
】。
そ
の
後
、
翌
年

の
正
月
二
十
八
日
頃
に
は
京
に
帰
着
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
の
（
（1
（

で
、
年
明
け

ま
で
は
肥
前
に
滞
在
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
間
、
慶
長
六
年
十
二
月
二
十
三
日
付
直
茂
・
勝
茂
判
物
【
岳
九
号
】
に
よ

り
、
三
岳
寺
の
所
領
と
し
て
直
茂
・
勝
茂
か
ら
元
佶
に
対
し
て
小
城
郡
内
百
石
の
土

地
が
寄
進
さ
れ
、
慶
長
七
年
正
月
五
日
付
勝
茂
判
物
【
岳
十
三
号
】
に
よ
り
、
小
城

郡
内
の
居
屋
敷
地
の
不
入
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
元
佶
は
佐
賀
を
出
立
す
る
前

に
は
三
岳
寺
に
使
用
す
る
瓦
の
土
を
鍋
島
道
虎
に
依
頼
し
て
い
る
【
坊
一
七
二
号
、

四
月
二
日
付
勝
茂
書
状
】。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
今
回
の
元
佶
の
肥
前
下
向
の
目

的
は
三
岳
寺
中
興
の
た
め
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
直
茂
・
勝
茂
が
三
岳
寺
の
中

興
の
支
援
を
し
た
の
は
、
多
分
に
関
ヶ
原
の
戦
い
で
の
元
佶
の
家
康
へ
の
取
り
成
し

に
対
す
る
謝
礼
の
意
味
が
あ
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

な
お
、「
考
補
」
に
は
こ
の
年
の
こ
と
と
し
て
、
勝
茂
が
参
勤
の
途
次
に
桑
名
に

立
ち
寄
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
る
が
【
佐
近
一
―
二
／
二
四
四
頁
】、
引
用
史
料
は
慶

長
十
五
年
の
も
の
で
あ
り
、
慶
長
六
年
に
江
戸
に
参
勤
し
た
と
い
う
の
は
誤
り
で
あ

る
。

慶
長
七
年
（
一
六
〇
二
）

直
茂
・
勝
茂
は
と
も
に
正
月
を
国
許
で
迎
え
、
勝
茂
は
早
々
に
参
勤
す
る
。
正
月

二
十
日
付
勝
茂
書
状
【
坊
一
八
九
号
】
で
、
参
勤
の
途
次
、
こ
の
日
に
下
関
に
着
い

た
こ
と
を
国
許
に
報
じ
、「
内
府
様
」（
家
康
）
上
洛
の
沙
汰
は
な
い
が
、
大
坂
に
着

け
ば
分
か
る
だ
ろ
う
と
し
て
い
る
。
家
康
が
将
軍
に
な
る
前
で
正
月
に
上
洛
す
る
の

は
慶
長
七
年
で
あ
る
。
勝
茂
は
遅
く
と
も
二
月
初
め
に
は
伏
見
に
着
い
た
も
の
と
思

わ
れ
る
。

そ
の
後
、
六
月
二
日
付
勝
茂
書
状
【
坊
一
七
六
号
】
に
は
、「
昨
日
朔
日
ゟ
御
普

請
ニ
相
部
候
」
と
あ
る
。
六
月
一
日
に
本
工
事
が
着
工
す
る
の
は
、
慶
長
七
年
の
伏

見
城
の
公
儀
普
請
で
あ
る
【「
当
代
記
」】。
こ
の
書
状
が
慶
長
七
年
に
決
ま
る
と
、

そ
れ
と
関
連
す
る
と
考
え
ら
れ
る
四
月
二
日
付
勝
茂
書
状
【
坊
一
七
二
号
】・
五
月

二
十
七
日
付
勝
茂
書
状
【
坊
一
七
五
号
】・
六
月
十
九
日
付
勝
茂
書
状
【
坊
一
七
七

号
】・
六
月
二
十
一
日
付
勝
茂
書
状
【
坊
一
七
八
号
】
が
慶
長
七
年
の
も
の
と
な

り
、
勝
茂
は
二
月
に
上
洛
し
て
以
来
一
貫
し
て
伏
見
に
詰
め
て
、
家
中
の
普
請
衆
の

指
揮
を
と
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
（
（1
（
る
。

ま
た
、
坊
一
七
八
号
か
ら
は
直
茂
が
在
国
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
さ
ら
に
「
爰

元
御
普
請
墓
行
候
は
、
各
御
暇
可
被
下
由
候
、
御
普
請
八
月
十
日
比
は
可
相
澄
積

候
、
其
節
は
藤
八
郎
殿
も
御
暇
出
可
申
と
存
候
」
と
あ
っ
て
、
普
請
が
八
月
十
日
頃

に
は
終
わ
り
そ
う
で
あ
る
こ
と
、
そ
の
際
に
は
在
洛
で
あ
っ
た
「
藤
八
郎
」（
龍
造

寺
高
房
）
へ
の
賜
暇
も
あ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
国
許
に
報
じ
て
い
る
。
こ
れ
は
「
考

補
」
の
「
九
月
廿
八
日
、
藤
八
郎
殿
御
下
着
、
今
度
初
テ
御
暇
出
ル
」【
佐
近
一
―

二
／
二
四
五
頁
】
と
い
う
記
述
と
も
合
う
。

ま
た
、
在
国
の
多
久
安
順
に
宛
て
た
八
月
十
六
日
付
勝
茂
書
状
【
多
二
四
六
号
】

は
、「
御
普
請
」
が
八
月
十
六
日
の
時
点
で
済
ん
で
い
る
こ
と
と
と
も
に
、
在
伏
見

の
家
康
生
母
大
（
伝
通
院
、
慶
長
七
年
八
月
二
十
八
日
歿
）
の
病
気
の
た
め
に
賜
暇

が
遅
れ
そ
う
で
あ
る
と
い
う
内
容
か
ら
慶
長
七
年
の
も
の
と
分
か
る
が
、
こ
の
書
状

で
は
、
こ
の
後
勝
茂
は
国
許
に
戻
る
予
定
と
な
っ
て
い
る
。

そ
の
後
、
九
月
三
日
付
勝
茂
書
状
【
坊
一
九
一
号
】
は
、
勝
茂
・
高
房
が
九
月
七
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日
頃
に
大
坂
を
出
船
す
る
予
定
で
あ
る
こ
と
を
報
じ
て
い
る
が
、
翌
日
の
九
月
四
日

付
勝
茂
書
状
【
坊
一
八
四
号
】
で
は
、
勝
茂
の
下
国
が
さ
ら
に
遅
れ
そ
う
な
状
況
と

な
っ
て
い
る
。
ま
た
坊
一
八
四
号
で
は
、
勝
茂
は
急
ぎ
直
茂
が
上
洛
す
る
こ
と
を
求

め
て
お
り
、
実
際
に
家
康
が
求
め
て
い
た
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
、
直
茂
と
勝
茂
が

交
互
に
参
勤
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
を
受

け
て
直
茂
が
参
勤
し
た
と
い
う
徴
証
は
な
い
が
、
直
茂
は
翌
正
月
に
は
在
伏
見
で
あ

る
の
で
、
年
内
に
参
勤
し
た
可
能
性
は
あ
る
。

な
お
「
年
譜
」・「
考
補
」・「
元
茂
公
御
年
譜
」
で
諸
説
あ
る
が
、
こ
の
年
の
十
月

ま
た
は
十
一
月
に
蓮
池
城
に
お
い
て
勝
茂
男
元
茂
が
誕
生
し
た
と
さ
れ
る
【
佐
近
一

―
二
／
三
二
・
二
四
五
頁
、
佐
近
二
―
一
／
七
頁
】。

慶
長
八
年
（
一
六
〇
三
）

勝
茂
は
正
月
を
国
許
で
迎
え
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
後
出
国
し
た
。
国
許

に
い
る
鍋
島
道
虎
に
宛
て
た
正
月
二
十
七
日
付
勝
茂
書
状
【
坊
一
六
七
号
】
は
、
花

押
型
か
ら
慶
長
七
年
も
し
く
は
同
八
年
に
年
次
が
絞
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、「
江

戸
御
普
請
ニ
付
、
従
加
州
、
普
請
衆
幷
奉
行
之
儀
、
被
申
越
候
由
承
候
」
と
あ
り
、

江
戸
で
の
公
儀
普
請
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
慶
長
八
年
に
比
定
で
き
る
。

こ
の
書
状
か
ら
は
、
江
戸
で
の
普
請
に
つ
い
て
直
茂
よ
り
国
許
に
指
示
が
あ
っ
た
こ

と
が
分
か
る
が
、「
被
申
越
候
由
承
候
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
こ
の
時
点
で

勝
茂
は
在
国
で
は
な
く
、
直
茂
か
ら
の
指
示
が
行
き
違
い
と
な
っ
て
、
い
っ
た
ん
国

許
に
届
い
た
指
示
を
さ
ら
に
国
許
か
ら
勝
茂
に
届
け
た
こ
と
も
窺
え
る
。
直
茂
は
二

月
頃
に
は
筑
前
福
岡
城
主
黒
田
長
政
と
同
じ
場
所
に
い
て
福
岡
城
普
請
へ
の
合
力
に

つ
い
て
直
接
依
頼
を
受
け
た
よ
う
で
あ
る
が
【
坊
九
八
八
号
、
二
月
十
五
日
付
黒
田

孝
高
書
状
、
お
よ
び
坊
九
八
九
号
、
二
月
二
十
九
日
付
黒
田
孝
高
書
状
】、
後
述
の

勝
茂
・
長
政
の
江
戸
参
府
と
併
せ
て
考
え
る
と
、
直
茂
は
正
月
・
二
月
に
は
伏
見
に

い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
直
茂
を
在
伏
見
と
す
る
と
、
勝
茂
は
坊
一
六
七
号
を
国
許
と

伏
見
の
間
で
出
し
た
こ
と
に
な
り
、
勝
茂
の
国
許
出
立
は
正
月
二
十
日
前
後
、
伏
見

着
は
正
月
末
ま
た
は
二
月
上
旬
と
な
る
。
直
茂
は
三
月
に
は
肥
前
に
戻
っ
た
も
の
と

考
え
ら
れ
る
【
坊
九
八
九
号
】。

勝
茂
は
二
月
中
旬
ま
で
伏
見
に
滞
在
し
た
後
、
初
め
て
江
戸
に
参
府
す
る
。
坊
一

六
七
号
に
は
「
我
等
儀
も
追
而
江
戸
御
見
廻
申
事
候
」
と
あ
り
、
既
に
勝
茂
の
江
戸

へ
の
参
府
も
予
定
さ
れ
て
い
た
が
、
三
月
朔
日
付
勝
茂
書
状
【
坊
一
六
九
号
】
で

は
、
こ
の
日
に
黒
田
長
政
と
と
も
に
伊
豆
三
島
に
着
き
、
同
三
日
に
は
江
戸
に
着
く

で
あ
ろ
う
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
三
月
二
十
九
日
付
勝
茂
書
状
【
坊
一
九
〇
号
】
で

は
、
三
月
二
十
三
日
に
早
く
も
江
戸
か
ら
伏
見
に
戻
っ
た
こ
と
を
報
じ
て
い
る
。

「
今
度
於
江
戸
、
別
而
仕
合
能
候
つ
る
」
と
も
あ
り
、
一
週
間
程
度
の
江
戸
滞
在
の

間
に
無
事
秀
忠
に
謁
見
で
き
た
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
二
通
の
書
状
は
花
押
型
か
ら

年
次
を
慶
長
六
年
～
同
八
年
に
絞
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
慶
長
六
年
・
同
七
年
は
勝

茂
が
江
戸
に
参
府
す
る
タ
イ
ミ
ン
グ
は
な
い
の
で
、
両
通
と
も
に
年
次
は
慶
長
八
年

に
決
ま
る
。
ち
な
み
に
黒
田
長
政
も
三
月
二
十
三
日
に
伏
見
に
着
い
て
お
り
【『
黒

田
家
文
書
』
第
二
巻
、
五
九
号
、
三
月
二
十
九
日
付
黒
田
長
政
書
状
】、
勝
茂
と
長

政
は
江
戸
か
ら
伏
見
へ
の
行
程
も
同
道
し
た
ら
し
い
。

と
こ
ろ
で
、
前
年
末
、
十
二
月
二
十
五
日
に
伏
見
に
入
っ
た
家
康
は
、
二
月
十
二

日
に
征
夷
大
将
軍
の
宣
下
を
受
け
、
三
月
二
十
五
日
に
謝
礼
の
た
め
に
参
内
す
る
。

勝
茂
と
長
政
の
江
戸
か
ら
伏
見
へ
の
旅
程
は
、
家
康
の
参
内
に
合
わ
せ
た
も
の
と
考

え
ら
れ
る
。
長
政
は
こ
の
時
、
家
康
の
参
内
に
供
奉
し
、
従
四
位
下
筑
前
守
に
叙
任

さ
れ
た
が
【『
黒
田
家
文
書
』
第
二
巻
、
五
九
号
】、
勝
茂
の
参
内
供
奉
に
つ
い
て
は

徴
証
が
な
い
。

そ
の
後
勝
茂
は
、
長
崎
奉
行
と
し
て
下
向
す
る
こ
と
に
な
っ
た
小
笠
原
一
庵
と
面

会
し
て
い
る
【
坊
七
六
九
号
、
年
月
日
欠
書
状
（
後
欠
）】。
小
笠
原
一
庵
が
長
崎
奉

行
と
な
る
の
は
慶
長
八
年
の
四
月
の
こ
と
な
の
で
【『
十
二
編
』
慶
長
八
年
四
月
是

月
条
】、
勝
茂
は
四
月
も
在
伏
見
で
あ
る
。
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五
月
頃
に
は
七
月
に
秀
頼
の
祝
言
が
行
わ
れ
る
こ
と
が
決
ま
り
、
直
茂
の
上
洛
も

取
り
沙
汰
さ
れ
る
【
坊
二
一
〇
号
、
五
月
十
二
日
付
勝
茂
覚
書
】。
そ
の
後
勝
茂

は
、
七
月
二
十
一
日
・
七
月
二
十
七
日
・
八
月
七
日
・
八
月
十
一
日
・
八
月
十
二

日
・
八
月
十
四
日
と
、
上
方
か
ら
頻
繁
に
国
許
の
鍋
島
道
虎
に
書
状
を
書
き
送
っ
て

い
る
【
坊
二
一
三
号
～
二
一
八
号
】。
こ
れ
ら
の
書
状
か
ら
は
、
直
茂
が
国
許
で

煩
っ
て
い
る
こ
と
、
閑
室
元
佶
等
の
取
り
成
し
に
よ
り
直
茂
の
参
勤
が
免
除
さ
れ
た

こ
と
、
昨
年
入
部
し
た
龍
造
寺
高
房
が
在
国
で
あ
る
こ
と
、
七
月
二
十
八
日
に
秀
頼

の
祝
言
が
執
り
行
わ
れ
、
家
康
の
江
戸
下
向
ま
で
は
上
方
に
留
ま
る
予
定
で
あ
る

が
、
八
月
十
四
五
日
頃
に
は
下
国
で
き
そ
う
な
の
で
迎
え
の
船
の
用
意
を
さ
せ
た
こ

と
な
ど
が
分
か
る
。
と
こ
ろ
が
実
際
に
は
家
康
の
江
戸
下
向
は
遅
れ
、
十
月
十
八
日

に
伏
見
を
出
発
し
、
勝
茂
は
同
二
十
日
頃
に
大
坂
を
発
つ
こ
と
と
な
っ
た
【
坊
二
二

一
号
、
十
月
三
日
付
勝
茂
書
状
】。
こ
の
間
、
七
月
に
は
勝
茂
室
戸
田
氏
が
国
許
で

亡
く
な
り
【
坊
五
六
七
号
、
九
月
一
日
付
鍋
島
忠
茂
書
状
、「
年
譜
」
佐
近
一
―
二

／
三
二
～
三
三
頁
、「
考
補
」
佐
近
一
―
二
／
二
四
七
頁
】、
勝
茂
も
九
月
か
ら
上
方

で
病
に
臥
せ
っ
た
【
坊
二
一
九
号
、
九
月
十
四
日
付
勝
茂
書
状
、
お
よ
び
坊
二
二
一

号
】。勝

茂
は
十
月
末
か
十
一
月
初
め
に
は
佐
賀
に
着
い
た
と
思
わ
れ
る
が
、
花
押
型
か

ら
慶
長
八
年
の
も
の
と
比
定
で
き
る
十
一
月
十
四
日
付
勝
茂
書
状
【
多
八
六
号
】・

十
一
月
二
十
日
付
勝
茂
書
状
【
坊
二
二
二
号
】・
十
一
月
二
十
三
日
付
勝
茂
書
状

【
坊
二
二
四
号
】
に
よ
る
と
、
帰
国
後
も
病
気
は
快
然
し
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

な
お
勝
茂
は
帰
国
後
、
佐
賀
城
二
の
丸
に
入
り
、
本
丸
に
は
名
目
上
の
国
主
で
あ
る

龍
造
寺
高
房
が
居
住
し
た
と
考
え
ら
れ
る
【
坊
二
一
九
号
等
】。

慶
長
九
年
（
一
六
〇
四
）

直
茂
は
国
許
で
正
月
を
迎
え
た
。
勝
茂
も
国
許
で
正
月
を
迎
え
た
と
思
わ
れ
る

が
、
三
月
に
は
家
康
の
上
洛
に
合
わ
せ
て
伏
見
に
参
勤
し
た
。
三
月
五
日
付
勝
茂
書

状
【
多
一
五
号
】
に
よ
り
、
三
月
七
日
ま
た
は
八
日
に
佐
賀
を
出
発
す
る
予
定
で

あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
家
康
は
三
月
晦
日
に
伏
見
に
着
い
た
が
、
勝
茂
は
近
江
石

部
に
出
向
い
て
家
康
を
迎
え
て
い
る
【
坊
二
二
七
号
、
四
月
十
三
日
付
勝
茂
書
状
】。

五
月
に
は
直
茂
・
高
房
（
藤
八
郎
）
の
上
洛
も
取
り
沙
汰
さ
れ
る
が
【
坊
二
二
九

号
、
五
月
十
八
日
付
勝
茂
書
状
】、
直
茂
は
四
五
月
頃
は
国
許
で
病
気
を
煩
っ
て
い

た
【
坊
二
二
七
号
・
坊
二
二
九
号
】。
高
房
は
六
月
二
十
六
日
に
出
国
し
【
多
一
四

九
号
、
七
月
八
日
付
勝
茂
書
状
】、
八
月
十
一
日
に
伏
見
で
家
康
に
謁
見
す
る
が
、

高
房
も
一
時
体
調
を
崩
し
た
よ
う
で
あ
る
【
坊
二
三
九
号
、
八
月
十
二
日
付
勝
茂
書

状
】。
家
康
が
閏
八
月
十
四
五
日
頃
に
江
戸
へ
下
向
す
る
予
定
で
あ
り
、
八
月
半
ば

に
は
直
茂
も
出
国
し
た
よ
う
で
あ
る
が
【
坊
四
二
号
、
八
月
二
十
二
日
付
直
茂
書
状

／
坊
二
四
二
号
、
八
月
二
十
八
日
付
勝
茂
書
状
】、
閏
八
月
七
日
の
時
点
で
も
ま
だ

伏
見
に
到
着
し
て
い
な
か
っ
た
【
坊
一
〇
九
五
号
、
閏
八
月
七
日
付
田
中
吉
政
書

状
】。閏

八
月
十
四
日
付
直
茂
書
状
【
坊
三
七
号
】
で
は
、
直
茂
が
伏
見
に
い
る
こ
と
が

確
認
で
き
、
十
三
日
に
「
藤
八
郎
」（
高
房
）
が
「
諸
太
夫
ニ
被
仰
出
」
さ
れ
た
こ

と
、
家
康
は
十
四
日
に
江
戸
に
向
け
て
伏
見
を
発
っ
た
こ
と
、
直
茂
自
身
は
そ
の
日

の
う
ち
に
大
坂
に
移
動
し
て
、
翌
日
秀
頼
に
謁
見
し
た
後
、
十
六
日
か
十
七
日
に
は

大
坂
か
ら
出
船
す
る
予
定
で
あ
る
こ
と
を
国
許
に
報
じ
て
い
る
。
直
茂
・
勝
茂
父
子

と
従
五
位
下
駿
河
守
に
叙
任
さ
れ
た
高
房
は
閏
八
月
二
十
三
日
に
揃
っ
て
佐
賀
に
着

い
た
【
佐
古
一
〇
／
多
久
家
所
蔵
文
書
全
六
八
号
、
閏
八
月
二
十
五
日
付
鍋
島
直
茂

書
状
、 

お
よ
び
多
二
七
号
、
閏
八
月
二
十
五
日
付
勝
茂
書
状
、
大
平
二
〇
一
五
】。

な
お
、
坊
三
七
号
・
坊
一
〇
九
五
号
・
多
久
家
所
蔵
文
書
全
六
八
号
・
多
二
七
号

は
閏
月
に
よ
り
慶
長
九
年
と
決
ま
る
が
、
そ
れ
ら
と
状
況
の
合
う
坊
四
二
号
・
坊
二

二
七
号
・
坊
二
二
九
号
・
坊
二
三
九
号
・
坊
二
四
二
号
も
同
年
に
比
定
で
き
、
花
押

も
矛
盾
が
な
い
。

こ
の
時
の
直
茂
の
上
方
滞
在
は
一
週
間
程
度
と
短
か
っ
た
が
、
勝
茂
の
岡
部
長
盛

東京大学史料編纂所研究紀要　第36号　2026年 3 月　（ 19 ） 

慶長六～九年の鍋島直茂・同勝茂と徳川家康（及川）



女
と
の
再
婚
は
こ
の
時
に
決
ま
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
（
（2
（
る
。「
考
補
」
は
「
於
伏
見

直
茂
公
へ
学
校
法
印
（
閑
室
元
佶
）
内
意
ニ
御
申
有
ケ
ル
ハ
」【
佐
近
一
―
二
／
二

四
七
頁
】
と
し
て
、
勝
茂
の
再
婚
に
つ
い
て
直
茂
と
閑
室
元
佶
が
面
談
し
て
決
め
た

と
し
て
い
る
が
、
戸
田
氏
の
死
去
の
慶
長
八
年
七
月
か
ら
、
婚
礼
の
慶
長
十
年
五
月

の
間
で
、
直
茂
と
元
佶
が
面
談
で
き
る
機
会
は
本
年
の
直
茂
の
伏
見
参
勤
の
際
の
他

は
な
い
。

そ
の
後
、
直
茂
は
そ
の
ま
ま
国
許
に
留
ま
り
、
勝
茂
と
高
房
は
江
戸
へ
参
勤
す
る

こ
と
に
な
る
。
閏
八
月
二
十
五
日
付
勝
茂
書
状
【
多
二
七
号
】
で
は
、
勝
茂
は
九
月

中
に
は
高
房
に
随
伴
し
て
国
許
を
出
立
す
る
予
定
で
あ
る
と
し
て
い
る
が
、
実
際
に

十
月
六
日
付
勝
茂
書
状
【
坊
二
四
四
号
】
で
は
、
前
日
に
長
門
下
関
に
着
い
た
こ
と

が
分
か
る
。
そ
の
間
、
筑
前
福
岡
で
は
黒
田
長
政
と
面
会
し
、
豊
前
小
倉
で
も
細
川

忠
興
と
面
会
し
よ
う
と
し
た
が
、
こ
ち
ら
は
忠
興
の
病
気
に
よ
り
叶
わ
な
か
っ
た

【
坊
二
四
四
号
】。

十
月
二
十
七
日
付
勝
茂
書
状
【
坊
二
四
七
号
】
は
、「
将
軍
様
（
家
康
）
御
上
洛

之
儀
、
年
中
相
延
、
正
月
三
日
江
戸
御
動
座
之
由
」
と
あ
り
、
将
軍
と
な
っ
た
家
康

が
正
月
に
上
洛
す
る
の
は
慶
長
十
年
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
慶
長
九
年
に
比
定
で
き
る

が
、
こ
れ
に
よ
る
と
「
駿
河
守
」（
高
房
）
は
当
二
十
七
日
に
京
都
か
ら
江
戸
に
向

け
て
出
発
し
、
勝
茂
も
随
行
し
た
【
坊
二
四
六
号
、
十
月
二
十
六
日
付
勝
茂
書
状
、

坊
二
四
七
号
、
お
よ
び
一
一
五
二
号
、
十
月
二
十
五
日
付
閑
室
元
佶
書
状
】。
両
名

は
十
一
月
十
日
に
江
戸
に
着
き
、
十
四
日
に
秀
忠
に
謁
見
、
十
五
日
に
家
康
に
謁
見

し
た
【
坊
二
四
八
号
、
十
一
月
十
六
日
付
書
状
】。
そ
の
後
は
江
戸
で
越
年
し
た
と

思
わ
れ
る
。

�

以
上

注（
1
）
成
立
期
の
佐
賀
藩
に
つ
い
て
は
、
藤
野
保
編
『
佐
賀
藩
の
総
合
研
究
』（
吉
川
弘
文

館
、
一
九
八
一
年
）、
城
島
正
祥
『
佐
賀
藩
の
制
度
と
財
政
』（
文
献
出
版
、
一
九
八

〇
年
）、
高
野
信
治
『
近
世
大
名
家
臣
団
と
領
主
制
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
七

年
）、
同
『
藩
国
と
藩
輔
の
構
図
』（
名
著
出
版
、
二
〇
〇
二
年
）
な
ど
の
ま
と
ま
っ

た
研
究
が
あ
り
、
龍
造
寺
か
ら
鍋
島
へ
の
移
行
の
時
期
の
藩
政
の
確
立
に
つ
い
て
論

じ
ら
れ
て
い
る
。

（
2
）
及
川
「
鍋
島
勝
茂
の
佐
賀
藩
継
承
」（
佐
賀
県
立
図
書
館
編
『「
坊
所
鍋
島
家
文
書

を
読
み
な
お
す
―
成
立
期
の
佐
賀
藩
と
江
戸
幕
府
―
」
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
報
告
書
』
二

〇
二
四
年
）。

（
3
）『
佐
賀
県
史
料
集
成　

古
文
書
編
（
以
下
、
佐
古
と
す
る
）』
第
一
二
巻
「
坊
所
鍋

島
家
文
書
」
五
一
二
号
（
以
下
、『
佐
古
』
第
一
一
～
一
四
巻
所
収
「
坊
所
鍋
島
家

文
書
」
は
坊
～
号
と
示
す
。）。

（
4
）
及
川
「
鍋
島
勝
茂
の
居
所
と
行
動
に
つ
い
て
」（
多
久
家
文
書
研
究
会
編
『
多
久
家

文
書
の
「
読
み
な
お
し
」』
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
研
究
成
果
報
告
二
〇
二
二
―

一
、
二
〇
二
二
年
）。

（
5
）
前
掲
注
4
。

（
6
）
藤
井
讓
治
『
徳
川
家
康
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
二
〇
年
。
以
下
、
徳
川
家
康
の
居

所
と
行
動
に
つ
い
て
は
本
書
を
参
照
し
た
。

（
7
）
後
述
す
る
よ
う
に
鍋
島
勝
茂
は
二
月
に
は
伏
見
に
着
い
て
い
る
。
ま
た
黒
田
孝
髙

は
秀
忠
か
ら
直
に
上
洛
を
求
め
ら
れ
て
お
り
（
中
野
等
『
黒
田
孝
髙
』
吉
川
弘
文

館
）、
そ
の
他
、
一
次
史
料
で
は
「
三
藐貎
院
記
」・「
言
経
卿
記
」・「
兼
見
卿
記
」・

「
舜
旧
記
」・「
時
慶
記
」
な
ど
か
ら
、
伊
達
政
宗
・
加
藤
清
正
・
福
島
正
則
・
細
川

藤
孝
・
同
忠
興
・
毛
利
輝
元
・
藤
堂
高
虎
の
参
府
が
確
認
で
き
る
。

（
8
）
慶
長
七
年
の
伏
見
城
普
請
に
出
役
し
た
大
名
の
全
体
は
現
在
の
と
こ
ろ
明
ら
か
に

で
き
な
い
。
参
勤
の
確
認
で
き
る
大
名
の
内
、
加
藤
清
正
は
二
条
城
の
普
請
に
出
役

し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
が
（「
時
慶
記
」）、
そ
の
他
の
参
勤
大
名
は
概
ね
伏
見

城
普
請
に
出
役
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
管
見
に
よ
る
が
、
鍋
島
勝
茂
（
直
茂
）・

藤
堂
高
虎
（
坊
七
六
八
号
な
ど
）、
毛
利
輝
元
（『
大
日
本
古
文
書
』「
益
田
家
文

書
」
七
六
七
号
な
ど
）
が
一
次
史
料
か
ら
確
認
で
き
る
。
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（
9
）
及
川
「
坊
所
鍋
島
家
文
書
に
見
る
公
儀
普
請
」（
二
〇
一
七
～
二
〇
二
一
年
度
科
学

研
究
費
補
助
金
・
基
盤
研
究
B
研
究
成
果
報
告
書
『
近
世
統
一
政
権
の
成
立
と
天
下

普
請
の
展
開
』
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
研
究
成
果
報
告
二
〇
二
一
―
一
八
、
二
〇
二

二
年
）。

勝
茂
は
途
中
何
度
も
国
許
に
書
状
を
送
っ
て
普
請
衆
の
増
派
を
督
促
し
て
い
る

が
、「
手
前
無
人
ニ
候
由
、
於
御
前
御
取
沙
汰
の
通
承
、
笑
止
ニ
存
候
」
と
い
う
有

様
で
あ
っ
た
（
坊
一
七
六
号
・
一
七
七
号
）。

（
10
）『
佐
賀
県
近
世
史
料
』
第
一
編
第
二
巻
、
三
三
・
二
四
九
頁
。

（
11
）
及
川
「『
坊
所
鍋
島
家
文
書
』
に
見
る
鍋
島
勝
茂
等
の
慶
長
・
元
和
期
の
居
所
と
行

動
に
つ
い
て
」（
石
津
・
及
川
・
小
宮
・
佐
藤
編
『
坊
所
鍋
島
家
文
書
未
刊
分
―
鍋

島
道
虎
関
係
―
』
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
研
究
成
果
報
告
二
〇
二
〇
―
五
、
二
〇
二

〇
年
）、
お
よ
び
及
川
「
鍋
島
勝
茂
の
居
所
と
行
動
に
つ
い
て
」（
多
久
家
文
書
研
究

会
編
『
多
久
家
文
書
の
「
読
み
な
お
し
」』
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
研
究
成
果
報
告

二
〇
二
二
―
一
、
二
〇
二
二
年
）。

（
12
）［
附
記
］
参
照
。

（
13
）
鍋
島
勝
茂
の
花
押
は
、
分
類
の
仕
方
に
も
よ
る
が
十
五
種
類
前
後
が
知
ら
れ
て
い

る
。
こ
の
う
ち
本
稿
で
扱
う
慶
長
六
～
九
年
に
つ
い
て
は
、
大
き
く
分
け
て
三
種
類

が
知
ら
れ
る
。
形
の
変
化
は
明
確
で
あ
り
、
文
書
の
年
次
比
定
を
す
る
際
の
最
初
の

手
が
か
り
と
し
て
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
で
は
そ
の
前
後
の
時
期
の
花
押

の
変
遷
を
示
し
て
お
き
た
い
と
思
う
。

先
ず
（
慶
長
五
年
）
七
月
十
五
日
付
勝
茂
書
状
（
坊
一
五
五
号
）
の
花
押
は
図
版

①
で
あ
り
、
こ
れ
が
（
慶
長
五
年
）
十
二
月
十
三
日
付
勝
茂
書
状
（
坊
一
六
一
号
）

で
は
図
版
②
の
花
押
と
な
り
、
関
ヶ
原
の
戦
い
の
前
後
で
花
押
が
変
わ
っ
た
こ
と
が

分
か
る
。（
慶
長
五
年
）
十
二
月
二
十
日
付
勝
茂
書
状
（
一
五
七
号
）
で
は
図
版
③

の
花
押
と
な
り
、
下
部
の
鉢
の
よ
う
な
形
の
部
分
の
上
端
の
丸
み
が
な
く
な
り
、
以

後
慶
長
六
年
は
こ
の
形
で
定
着
す
る
。（
慶
長
七
年
）
三
月
十
七
日
付
勝
茂
書
状

（
坊
一
八
一
号
）
で
は
鉢
の
部
分
の
形
が
平
べ
っ
た
く
な
り
（
図
版
④
）、（
慶
長
八

年
）
七
月
二
十
七
日
付
勝
茂
書
状
（
坊
二
一
四
号
）
ま
で
同
形
で
あ
る
。（
慶
長
八

年
）
八
月
七
日
付
勝
茂
書
状
（
坊
二
一
五
号
）
で
は
全
く
違
う
形
と
な
り
（
図
版

⑤
）、（
慶
長
八
年
）
十
一
月
二
十
六
日
付
勝
茂
書
状
（
坊
二
二
五
号
）
ま
で
こ
の
形

【
慶
長
五
年
後
半
か
ら
慶
長
九
年
ま
で
の
勝
茂
の
花
押
の
変
遷
】

図
版
①
　
坊
一
五
五
号

図
版
②
　
坊
一
六
一
号

図
版
③
　
坊
一
五
七
号

図
版
④
　
坊
一
八
一
号

図
版
⑤
　
坊
二
二
五
号

図
版
⑥
　
坊
二
二
七
号
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が
確
認
で
き
る
。
そ
の
後
、（
慶
長
九
年
）
四
月
三
日
付
勝
茂
書
状
（
坊
二
二
七

号
）
で
全
く
違
う
形
と
な
り
（
図
版
⑥
）、
こ
れ
は
寛
永
十
四
年
ま
で
使
わ
れ
る
花

押
の
原
型
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
慶
長
八
年
の
年
末
か
ら
九
年
の
年
初
に
か
け

て
変
化
し
た
と
考
え
ら
れ
、
慶
長
九
年
は
こ
の
形
の
花
押
が
使
用
さ
れ
る
。
以
下
、

本
稿
の
本
文
中
で
は
花
押
の
形
に
全
て
に
つ
い
て
は
い
ち
い
ち
触
れ
な
い
が
、
年
次

比
定
の
根
拠
と
し
て
花
押
も
考
慮
に
入
れ
て
い
る
こ
と
を
あ
ら
か
じ
め
断
っ
て
お

く
。
な
お
、
各
文
書
の
画
像
は
、
佐
賀
県
立
図
書
館
の
古
文
書
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
か
ら

公
開
さ
れ
て
い
る
の
で
、
必
要
に
応
じ
て
参
照
さ
れ
た
い
。

（
14
）『
佐
古
』
は
坊
七
六
七
号
を
「
勝
茂
書
状
」
と
す
る
が
、
直
茂
書
状
が
正
し
い
。
ま

た
『
佐
古
』
で
は
バ
ラ
バ
ラ
に
な
っ
て
い
る
が
、
坊
七
六
四
号
・
坊
七
七
二
号
・
坊

二
九
号
は
こ
の
順
番
で
接
続
す
る
。
坊
所
鍋
島
家
文
書
研
究
会
で
の
会
員
諸
氏
の
ご

教
示
に
よ
る
。

（
15
）
多
久
家
の
家
譜
で
あ
る
「
水
江
事
略
」
巻
之
七
安
順
公
譜
下
（
佐
賀
県
立
図
書
館

所
蔵
「
松
浦
家
資
料
」）
は
、
慶
長
七
年
の
こ
と
と
し
て
、
龍
造
寺
四
家
よ
り
証
人

を
差
し
出
し
た
と
す
る
。

（
16
）
倉
澤
昭
壽
編
『
足
利
学
校
第
九
世
庠
主
閑
室
元
佶
年
譜
稿
』
二
〇
〇
二
年
。

（
17
）
前
掲
註
16
。

（
18
）
前
掲
注
16
。

（
19
）
慶
長
七
年
の
伏
見
城
普
請
に
お
け
る
佐
賀
藩
の
出
役
に
つ
い
て
は
、
及
川
「「
坊
所

鍋
島
家
文
書
」
に
見
る
公
儀
普
請
」（『
近
世
統
一
政
権
の
成
立
と
天
下
普
請
』
東
京

大
学
史
料
編
纂
所
研
究
成
果
報
告
二
〇
二
一
―
一
八
、
二
〇
二
二
年
）、
お
よ
び
及

川
「「
公
儀
御
普
請
」
―
現
場
監
督
す
る
大
名
―
」（『
城
郭
史
研
究
』
四
一
号
、
二

〇
二
二
年
）
を
参
照
。

（
20
）「
考
補
」
は
慶
長
八
年
の
こ
と
と
し
て
戸
田
氏
の
死
去
に
続
け
て
勝
茂
の
再
縁
を
取

り
上
げ
、
九
月
七
日
付
の
秀
忠
の
勝
茂
宛
書
状
【
佐
近
一
―
二
／
二
四
八
頁
】
を
引

用
し
て
い
る
。
こ
の
書
状
は
「
今
度
御
祝
言
」
に
際
し
て
勝
茂
よ
り
贈
ら
れ
た
祝
儀

に
対
す
る
謝
礼
と
し
て
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、「
慶
八
」
と
の
付
年
号
が
付
さ

れ
て
い
る
。「
考
補
」
は
こ
の
「
今
度
御
祝
言
」
を
勝
茂
の
婚
礼
と
し
て
、
再
縁
を

慶
長
八
年
と
す
る
判
断
材
料
の
一
つ
と
し
た
よ
う
で
あ
る
が
、
再
縁
に
つ
い
て
「
此

事
、
慶
長
九
年
ノ
事
ナ
リ
ト
モ
」
と
留
保
を
つ
け
て
も
い
る
。「
今
度
御
祝
言
」
が

勝
茂
の
婚
礼
で
正
し
け
れ
ば
、
付
年
号
の
「
慶
八
」
は
「
慶
九
」
の
誤
り
と
考
え
ら

れ
る
。
慶
長
八
年
に
は
、
戸
田
氏
が
亡
く
な
っ
た
慶
長
八
年
七
月
六
日
か
ら
秀
忠
書

状
の
日
付
で
あ
る
九
月
七
日
ま
で
の
間
に
、
勝
茂
は
国
許
に
頻
繁
に
書
状
を
書
き

送
っ
て
い
る
が
【
坊
二
一
三
～
二
一
八
号
】、
そ
れ
ら
に
は
再
婚
の
話
題
は
一
切
出

て
こ
な
い
。
慶
長
九
年
に
つ
い
て
は
、
直
茂
の
上
洛
か
ら
九
月
七
日
ま
で
は
直
茂
・

勝
茂
等
の
書
状
を
欠
く
の
で
確
証
は
な
い
が
、
直
茂
の
上
洛
も
あ
り
、
直
茂
と
元
佶

が
面
談
し
た
と
す
る
「
考
補
」
の
記
述
に
合
っ
て
く
る
。
逆
に
、「
慶
八
」
の
付
年

号
が
正
し
け
れ
ば
、
こ
の
婚
礼
は
勝
茂
の
婚
礼
で
は
な
く
、
豊
臣
秀
頼
と
秀
忠
女
千

と
の
婚
礼
が
考
え
ら
れ
る
。「
御
祝
言
」
と
い
う
表
現
は
秀
頼
に
対
す
る
敬
意
を
表

し
た
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ど
ち
ら
の
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
が
後
者
の
方
が

蓋
然
性
は
高
い
だ
ろ
う
か
。

［
附
記
］
本
稿
は
、
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
共
同
利
用
共
同
研
究
拠
点
特
定
共
同
研
究
「
近

世
大
名
家
臣
家
史
料
の
「
読
み
直
し
」
と
研
究
資
源
化
」（
二
〇
二
三
～
二
〇
二
四
年
度
、

研
究
代
表
者
小
宮
木
代
良
）、
お
よ
び
科
学
研
究
費
補
助
金
・
基
盤
研
究
⒞
「
近
世
初
期
大

名
発
給
無
年
号
文
書
群
の
研
究
資
源
化
―
佐
賀
藩
家
臣
坊
所
鍋
島
家
史
料
を
対
象
と
し
て

―
」（
二
〇
二
三
～
二
〇
二
五
年
度
、
研
究
代
表
者
小
宮
木
代
良
、
課
題
番
号
二
三
Ｋ
〇
〇

八
〇
九
）
の
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
研
究
課
題
を
通
じ
て
、「
坊
所
鍋
島
家

文
書
」
を
所
蔵
す
る
佐
賀
県
立
図
書
館
と
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
を
中
心
と
し
て
「
坊
所

鍋
島
家
文
書
研
究
会
」
を
結
成
し
「
坊
所
鍋
島
家
文
書
」
の
共
同
研
究
を
進
め
て
き
た
。

本
稿
の
記
述
は
研
究
会
で
の
成
果
に
負
う
部
分
が
多
く
、
こ
の
場
を
借
り
て
会
員
諸
氏
に

は
厚
く
お
礼
申
し
上
げ
る
次
第
で
あ
る
。
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